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 貨物概要 

たまねぎ、白菜、にんじん、豚肉等から成る具を調味液と共に加熱してレト

ルト包装したもの 

 

（成分割合） 

た ま ね ぎ     7％     き く ら げ      3％ 

は く さ い      6％      た け の こ     3％ 

に ん じ ん    5％      し い た け        3％ 

う ず ら 卵      3％     え    び        1％ 

豚    肉      3％     調 味 液      66％ 

（１袋当たりの重量） 180グラム(気密容器入り) 

 

用途：温めてご飯にかけて食する。 

 

 分類 

関税率表第 2005.99号－２－(4) －Ａ－（ｂ）（統計番号 2005.99-919）の野菜を混

合した調製品 

 

 分類理由 

本品は、野菜等から成る具（固形状の部分）と調味液を混合し、袋詰めしたもので

あり、調味液が全重量に占める割合は、野菜等の具より多くなっていますが、調味液

は、具や米に味を付けるためのものであり、通常、調味液だけを食することを意図し

ているものではありません。 

本品は、調味液を除いた具を全重量の 34％含有しており、風味は主に具により与え

られることから、これらの具に特性があると認められますので、具のうち最大重量を

占める野菜の調製品として上記のとおり分類されます。 

 

♠   ♠   ♠ 

 

注記 

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の輸入申告の時における現況

によります（関税法第４条）。 

 

この分類事例は、一定の事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現し

たものではありませんので、輸入を予定している具体的な貨物に適用する場合においては、この回答内容と

異なる関税率表適用上の所属（分類）となり、異なる課税関係が生ずることがあることにご注意下さい。 

（具体的な貨物の関税分類や関税率について輸入申告時の審査の際に尊重される回答を希望される場合には、

文書による事前教示をご利用下さい。） 


